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事業者（個人・企業・公共機関など）：土木工事など開発行為（注）の計画 

事業予定地が埋蔵文化財包蔵地(以下、包蔵地)であるか確認。 

（道教委 HP「北の遺跡案内」、町 HP、ふるさと館 JRY の担当者へ照会） 

(1) 工事計画区域が包蔵地の範囲・地番と合致または接する。 

(2) 工事計画区域が 10,000 ㎡以上である。 

工事着手 

【事前協議】（事業者⇔湧別町教育委員会） 

○必要書類：「埋蔵文化財保護のための事前協議について」 

湧別町教育委員会が埋蔵文化財の有無を調査で確認します。 

●所在調査：予定地を踏査し、地表面観察から遺跡の有無を確認 

●試掘調査：1×1 ㎡の試掘坑を掘り(予定地の約 1％)、遺跡の有無を確認 

 ＊調査費用は湧別町教育委員会が負担します。(用地、作物・立木等の補償費は除く) 

埋蔵文化財は確認されなかった 

【届出・通知】（事業者→町教委→道教委） 

●個人・企業：文化財保護法第 93 条に基づく届出（着工の 60 日前まで） 

●公共機関 ：文化財保護法第 94 条に基づく通知（計画策定後ただちに） 

○必要書類：土木工事のための発掘に関する届出書（93 条様式） 

      土木工事のための発掘に関する通知書（94 条様式） 

現状保存 

発掘調査 

記録保存のための発掘調査を実施。 届出・通知された計画通りで工事が可能。ただし、「工

事立会」の場合は町教委職員の立会のもとで実施。 

「慎重工事」では、遺跡への影響が出ないような慎重

な工事実施が必要。 

着工可（工事立会・慎重工事） 

事業計画の変更が 

【届出・通知】（事業者→町教委→道教委） 

文化財保護法第 96・97 条に基づく届出・通知 

包蔵地内で土木工事等を行う際に必要な所在・試掘調査は、作業準備から完了までだけでなく諸手続きに

も時間を要します。速やかに着工していただくためにも、出来るだけ早めに担当までご連絡ください。 

また、埋蔵文化財は把握されている包蔵地の範囲外からも確認されることがあります。 

万が一、工事中に埋蔵文化財と思われるものを発見した場合には、その現状を変更することなく、速やか

に教育委員会ふるさと館 JRY・郷土館の担当まで（01586-2-3000）ご連絡ください。 

 ＊月曜日は窓口対応していません（担当となる「ふるさと館 JRY・郷土館」が休館日のため）。 

 

(注)工事の内容・目
的を問わず、土地を
掘削する行為すべ
ておよび、造成・盛
土等を指します。 

埋蔵文化財が確認された 

工事着手 

工事完了 

【北海道教育委員会による指示】（道教委→事業者） 

不可能 可能 

調査終了 

埋蔵文化財は確認されなかった 埋蔵文化財が確認された 

(1)または(2)に該当

しない。 


